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令和５年(202３年)１１月 1日 

吹田市教育委員会 

 

 

 



令和５年度１１月定例教育員会会議 

                  

開催日時 令和５年（202３年）１１月 1日 

午後４時００分～午後４時 40分 

開催場所 さんくす３番館５階 第１会議室 

出席委員 教  育  長   西川 俊孝 

教育長職務代理者   安達 友基子 

委      員   福田 知弘 

委      員   和田 光代 

委      員   飴野 仁子 

委      員   谷池 雅子 

出席説明員 学 校 教 育 部 長  山下 栄治 

教 育 監  植田 聡 

学校教育部次長教育総務室長兼務  落 俊哉 

学校教育部次長学校教育室長兼務  角田 睦 

地域教育部次長放課後子ども育成室長兼務 堀 哲郎 

教育 未来創生室 長  薬師川 晃 

保 健 給 食 室 長  小西 正晃 

学校教育部総括参事  平野 和男  

教 育 センター所 長  木谷 美香 

学校教育部総括参事  大江 慶博 

青 少 年 室 長  大川 雅博 

教 職 員 課 長  大江 健規 

文 化 財 保 護 課 長  葉山 進 

千 里 図 書 館 長  牧瀬 智子 

さ ん く す 図 書 館 長  梶原 文 

中 央 図 書 館 参 事  桑名 裕子 

まなびの支援課主査  宮脇 淳 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議事内容 

 

〇西川俊孝教育長  

ただいまから１１月定例教育委員会会議を

開催いたします。 

署名委員に福田委員を指名いたします。 

それでは本日の傍聴席の数について事務

局から説明してください。 

 

〇落俊哉学校教育部次長教育総務室長兼務 

本日の傍聴席の設置可能数は１０席でござ

います。現在の傍聴希望者数は２名でござい

ます。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、本日の傍聴は１０名まで許可した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

〇西川俊孝教育長 

異議なしと認め、本日の傍聴は１０名まで許

可します。傍聴者の入室を許可します。 

 

－ 傍聴者入場 － 

 

〇落俊哉学校教育部次長教育総務室長兼務 

恐れ入りますが、追加議案を提出させてい

ただきたいと存じますので、よろしくお取り計ら

いいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

〇西川俊孝教育長 

ただ今、追加議案の提出の申し入れがされ

ましたが、議題とすることに御異議ございませ

んか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

〇西川俊孝教育長 

異議なしと認めます。 

それでは、追加議事日程及び追加議案書

を配布してください。 

 

  － 追加議案書配布 － 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、日程第３、議案第 76号から日程第

５、議案第 78 号までは公表することにより公正

な選定に支障をきたす恐れのある案件であるた

め、また、追加日程第２、報告第１５号は人事案

件であるため、吹田市教育委員会会議規則第５

条第１項の規定により、秘密会とし、議事運営を

効率的に行うため、追加日程第１ 議案第 79号

の案件を日程第３、議案第 76 号の案件に先ん

じて行う議事順序の変更を行いたいと思います

が、御異議ございませんでしょうか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

〇西川俊孝教育長 

異議なしと認め、日程第３から日程第５まで及

び追加日程第２を秘密会とすること、並びに、追

加日程第１、議案第 79 号を日程第３、議案第

76 号の案件に先んじて行う議事順序の変更を

決定いたします。 

それでは、日程第１、議案第 74 号「吹田市立

図書館協議会委員の委嘱について」を議題とい

たします。 

事務局の説明を求めます。 

 

〇牧瀬智子千里図書館長 

日程第１、議案第 74 号「吹田市立図書館

協議会委員の委嘱について」御説明申し上げ

ます。 

図書館協議会委員につきましては、令和５

年１１月３０日をもちまして、現在委嘱して

おります委員１０名全員の任期が満了となる

ことから、現任委員の再任が７名、新たに委

嘱の委員が３名、計１０名につきまして、委

嘱をしようとするものでございます。 

恐れ入りますが、３ページの被委嘱者名簿

を御覧ください。 



曲村恵美様は、再任委員で、吹田市ＰＴＡ

協議会役員をされており、家庭教育の向上に

資するものとして委嘱しようとするものでご

ざいます 

久保圭子様は、再任委員で、吹田市青少年

指導員会役員をされており、社会教育関係者

として委嘱しようとするものでございます。 

飯田妙子様は、再任委員で、吹田子どもの

本連絡会会員で社会教育関係者として委嘱し

ようとするものでございます。 

清水厚彦様は、吹田市立岸部第一小学校の

校長先生で、学校教育関係者として委嘱しよ

うとするものでございます。 

山口廣治様は、再任委員で、吹田市立佐井

寺中学校の校長先生で、学校教育関係者とし

て委嘱しようとするものでございます。 

岩本憲子様は、再任委員で、現在、大阪樟

蔭女子大学非常勤講師で、学識経験者として

委嘱しようとするものです。 

日置将之様は、再任委員で、大阪府立中之

島図書館ビジネス支援課長で、学識経験者と

して委嘱しようとするものです。 

瀬戸口誠様は、再任委員で、梅花女子大学

教授で学識経験者として委嘱しようとするも

のです。 

上村良枝様と領木敦子様は、今期の公募の

委員として、５名の応募の中から選考委員会

で選考されたものです。 

委員の任期につきましては、令和５年１２

月１日から令和 7年１１月３０日までの２年

間でございます。 

今回の委嘱に伴います委員数は、女性６名、

男性４名で計１０名となります。 

なお、図書館協議会につきましては、図書

館法第１４条の規定に基づき、図書館長の諮

問に応じ、また意見具申などの職務を行うこ

ととなっております。 

以上、簡単な説明ではございますが、よろ

しく御審議いただき、御承認いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、この件について、質問、御意見はご

ざいませんか。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、この件を承認することに御異議ござ

いませんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

〇西川俊孝教育長 

異議なしと認め、議案第 74 号「吹田市立図

書館協議会委員の委嘱について」を承認しま

す。 

次に、日程第２、議案第 75号「吹田市文化財

保護審議会委員の委嘱について」を議題としま

す。 

事務局の説明を求めます。 

 

〇葉山進文化財保護課長 

日程第 2、議案第 75 号「吹田市文化財保護

審議会委員の委嘱について」御説明申し上げま

す。 

議案書 5ページをお願いします。 

文化財保護審議会は、吹田市教育委員会の

諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重

要事項について、調査・審議し、答申をいただく

もので、審議会の委員は、文化財に関する優れ

た識見をお持ちの方でございます。 

この度の委嘱は、委員総数 10名のうち、前回

の教育委員会会議で御承認いただきました7名

を除く、3名について、本年 11月 30日をもって

任期満了になることによるものでございまして、

委員 3 名、すべて学識経験者として、再任とする

ものでございます。 

議案書 7 ページの被委嘱者名簿をお願いい

たします。 

藤岡穣様は、日本美術史を御専門にされ、大

阪大学大学院の教授をされておられます。 

魚島純一様は、保存科学を御専門にされ、奈

良大学の教授をされておられます。 



大上直樹様は日本建築技術史を御専門にさ

れ、京都美術工芸大学の特任教授をされておら

れます。 

以上 3名でございます。 

委員委嘱につきましては、令和 5 年 12 月 1 日

から令和 7年 11月 30日までの 2年間でござ

います。 

以上簡単な説明でございますが、御審議いた

だき、原案通り御承認賜りますようお願い申し上

げます。 

以上でございます。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、この件について、質問、御意見はご

ざいませんか。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、この件を承認することに御異議ござ

いませんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

〇西川俊孝教育長 

異議なしと認め、議案第 75 号「吹田市文化

財保護審議会委員の委嘱について」を承認しま

す。 

次に、追加日程第１、議案第７９号「令和６年

度特例任用及び暫定再任用校長・教頭の任用

について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

〇大江健規教職員課長 

追加日程第 1、議案第 79号「令和 6年度特

例任用及び暫定再任用校長・教頭の任用につ

いて」御説明申し上げます。 

追加議案書1ページ及び3ページを御覧くだ

さい。 

過日、大阪府教育委員会より、令和6年度当初、

特例任用及び暫定再任用校長、教頭の任用意

向に関して調査をする旨の依頼がありました。 

年度末年齢 60 歳を迎える管理職については、

役職定年となりますが、管理職の欠員状況に応

じて、特例任用として1年を超えない期間内で延

長することが可能となっております。 

また、暫定再任用校長及び教頭は定年退職

後の管理職のうち、教育への情熱や豊富な知識、

すぐれた実績を有する者を再任用する制度でご

ざいます。 

本市の状況についてですが、令和 5 年度末、

役職定年を含む退職予定の校長は、小学校で

11 名、中学校で 7 名、教頭の役職定年は中学

校で 1 名、暫定再任用教頭が小学校で 1 名の

計 20名となっております。 

昨年度までに、校長選考や教頭選考に合格し

ているものと、現在行われている府の管理職選

考における過去の合格率から試算した合格者数

を合わせても、来年度以降の管理職の必要見込

み数を充足することが困難であるとの見通しで

す。 

事務局といたしましては、令和６年度の校長及

び教頭の人事配置にあたり、特例任用及び暫定

再任用管理職の制度を活用し、補填する必要が

あると考え、3ページの任用に関する意向調査表

の通り、1、任用希望はあり、2、任用希望職種は

校長及び教頭、３、任用を希望する人数は特例

任用小学校校長２名、中学校校長２名、暫定再

任用小学校校長7名、中学校校長3名、小学校

教頭 1 名、さらに、4 番、他市町村所属職員から

の引用は否として回答いたしました。 

なお、当該事務については、吹田市教育委員

会の権限に属する事務の教育長に対する委任

等に関する規則第 4条第 2項の規定により、臨

時に代理いたしました。 

以上でございます。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、この件について、質問、御意見はご

ざいませんか。 

 

〇西川俊孝教育長 

それでは、この件を承認することに御異議ござ

いませんか。 



 

[「異議なし」の声あり] 

 

〇西川俊孝教育長 

異議なしと認め、議案第７９号「令和 6年度特

例任用及び暫定再任用校長・教頭の任用につ

いて」を承認します。 

次の議案第 76 号から 78 号、報告第 15 号

につきましてはすでに秘密会と決しておりますの

で、恐れ入りますが、傍聴の方は退室をお願いい

たします。 

 

－ 傍聴者退席 － 

 

－ 秘密会 － 

 

〇西川俊孝教育長 

 ここで秘密会を解きます。 

  それでは、これをもちまして本日の議事日程

終了いたしましたので、令和５年１１月定例教育

委員会会議を閉会いたします。 

 


